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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月15日(2013.1.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　図１１Ｃ－Ｄを参照して、代りの実施例は、接点１９１に関して上に記述されているよ
うに、通常に構成された１対の接点１９１’を示しているが、１対の横方向に分離された
半分に分割されたように示している。したがって、各接点１９１’は、主本体部分２００
’、本体部分２００’の一方端に配置され、さらに基板に取付くように構成された、横方
向に延びるマウンティング端部２０２’、および、本体部分２００’の対向する端部に配
置された結合端部２０４’を有する。例証された実施例において、マウンティング端部２
０２’は、４つの尾部２０３’を有するが、１より大きい（例えば、少なくとも２つの、
少なくとも３つの、または４つ以上）か、または１に等しい、あらゆる数の分離ブレード
が、熟考される。結合端部２０４’は、４つの分離したブレード２０６’を有するが、１
つより多い（例えば、少なくとも２つの、少なくとも３つの、または４つ以上）か、また
は等しい分離したブレードのあらゆる数が、熟考される。２つの単一対応バス２９６の対
応する１つに取付けられた２対の接点尾部２０３’のそれぞれを備えた第１電力接点１９
１は、２対の接点尾部２０３’を有することができる。図１１Ｃに示されるように、２つ
の単一の対応するバス２９６は、水平パネル７１Ａによって相互に電気的に接続すること
ができ、または相互から電気的に絶縁することもできる。分離したブレード２０６’は、
それぞれ、水平パネル７１Ａから延びることができる。接点尾部２０３’は、均等に、ス
ロット、エッジカード、または接点受入れスペース２０７（図１２Ａ）に平行な方向に沿
って相互から別に間隔をおくことができる。
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